
美郷町クマ撃退スプレー購入費補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、クマ撃退スプレーを購入し熊を追いはらうことに

より自らの身を守る者に対し、予算の範囲内で補助金を交付し、熊に

よる被害を抑制することを目的とする。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において「クマ撃退スプレー」とは、熊に噴射するこ

とにより追い払うために製造されたスプレーをいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 

（１） 町内に住民登録をしている個人であること。 

（２） 当該申請者及び居住世帯員が本町の町税及び使用料等を滞納

していないこと。 

（補助対象経費及び補助金額） 

第４条 補助金の交付対象となるクマ撃退スプレー及び補助金額は、別

表に掲げるとおりとする。ただし、補助金額に100円未満の端数が生じ

たときはこれを切り捨てた額とする。 

（補助金の交付申請及び実績報告） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者は、美郷町クマ撃退スプレー

購入費補助金交付申請書兼実績報告書（様式第１号）に領収書及び取

扱説明書等の写しを添えて町長に申請するものとする。 

（補助金の交付決定） 

第６条 町長は、前条の補助金交付申請があったときは、これを審査し、

補助金を交付すべきものと認めたときは、当該申請をした者に美郷町

クマ撃退スプレー購入費補助金交付決定通知書（様式第２号）を交付

するものとする。 

（交付条件） 

第７条 補助金の交付条件は、次に掲げるとおりとする。 

（１） 事業変更により、補助対象経費が増額されても追加補助は行

わないとする。 



（２） 交付決定者は、当該補助金を受けて取得した設備等の管理に

おいて、善良なる管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目

的に従いその適正な使用に努めるものとする。 

（３） 美郷町補助金等の適正化に関する規則（平成16年11月１日規

則第43号）及びこの要綱を遵守すること。 

（補助金の請求） 

第８条 交付決定を受けた者は、美郷町クマ撃退スプレー購入費補助金

交付請求書（様式第３号）を町長に提出し、補助金の交付を請求する

ものとする。 

（補助金の交付） 

第９条 町長は、前条に規定する請求書が提出された場合は、速やかに

補助金を交付する。 

（実施期間） 

第10条 この告示による事業の実施期間は、令和８年４月１日から令和

10年３月31日までとする 

（補則） 

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この告示は、令和８年４月１日から施行する。 

別表（第４条関係） 

交付対象 対象経費等 補助金額 

クマ撃退に効果があ

るスプレーで、EPA認

証があるもの又は噴

射距離（7ｍ以上）、

噴射時間（6秒以上）、

成分（カプサイシン

1％以上）が確認でき

るもの 

・クマ撃退スプレー本

体の購入費（附属品・

送料等の経費は含ま

ない）。 

・1世帯につき1本ま

で。 

補助対象経費の1／2

以内で、上限額は

5,000円とする。 


